
処分対象財産表 

整理番号 ２５３ 

作成年月日：令和６年７月１日 

基

本

事

項 

口 座 名 旧ほたる学園職員宿舎跡地１ 

前 用 途 職員宿舎 担 当 課 管財課 

所 在 地 栗原市金成沢辺西大寺７４番１ 

住 居 表 示 ― 

面      積 
(登記簿面積) 

２４６．７２㎡ 
(２４６．７２㎡) 

地   目 
(登記簿地目) 

宅地 
(宅地) 

 

敷

地

状

況 

現在の状況 更地 

 地形・地勢 台形・平坦 

道路の状況 

・北側で幅員約３．６２～３．９２ｍの建築基準法第４２条第
１項第３号道路（いわゆる既存道路）に等高で接しています。
なお、この道路の所有者及び管理者は栗原市です。 

・上記北側の道路は４ｍに満たないため、建物の建築に際して
は、狭隘協議及び道路用境界線後退（セットバック）が必要
となります。 

・東側で幅員約３ｍの未舗装の里道に等高で接しています。 

なお、この道路の所有者及び管理者は栗原市です。 

・南側で未舗装の里道に等高で接しています。 

 なお、この道路の所有者及び管理者は栗原市ですが、道とし

ての現況が確認できないため、幅員は不明です。 

土地境界の確認 
済(平成３０年２月) 

※確定測量図有 
国土調査 済(昭和６１年１０月) 

占有物 
・敷地上空に架空線（テレビケーブル）があります。 
・北西土地境界付近に電柱１本及び支線１本があります。なお、
設置者は東北電力ネットワーク株式会社です。 

付属物等 
・敷地の周囲に進入防止のための木柵が設置されています。 
・敷地内に止水栓、汚水枡が設置されています。 

 
（次ページに続く） 

 



 

法

規

制

等 

都 

市 

計 

画 

法 

・ 

建 

築 

基 

準 

法 

都市計画 都市計画区域内（非線引き区域） 

用途地域 

種  別 － 

指定 

建ぺい率 
７０ ％ 

指定 

容積率 
２００ ％ 

地区・街区等 
・建築基準法第２２条第１項指定区域（屋根不燃化区域） 
・建築基準法第２３条（木造建築物等外壁の準防火性能に係る
制限） 

建築物の制限 
・道路斜線制限 
・隣地斜線制限 

そ

の

他

の

法

令 

法令及び規制の 

名称 
・宮城県屋外広告物条例に定める第二種許可地域 

 

防 

災 

・ 

災 

害 

関 

係 

造成宅地防災区域 区域外 

土砂災害警戒区域または 

土砂災害特別警戒区域 
区域外 

津波災害警戒区域または 

津波災害特別警戒区域 
区域外 

水害ハザードマップの

有無 

洪     水 ：有 （図面名称：洪水災害に関するマップ） 

雨水出水（内水）：無  

高     潮 ：無 

 
（次ページに続く） 

 



諸

事

項 

供給施設・

排水施設の

状況 

電 気 接面道路に配線あり ガ ス なし（プロパン） 

上水道 
引き込みあり 

（管口径：２０㎜） 
下水道 

引き込みあり 

（管口径：１００㎜） 

備考 

・上水道について、廃止せずに引渡します。なお、水道使用者
の名義変更に係る届出等は、買受後に買受者において実施し
てください。 

・供給施設の状況は前述のとおりですが、現在使用可能か否かの
確認は行っていないため機能の補償はできません。 
詳細は、以下の各担当部署まで御確認ください。 
【電 気】東北電力株式会社コールセンター 
【ガ ス】各ガス供給会社 
【上水道】栗原市上下水道部水道課 
【下水道】栗原市上下水道部下水道課 

交通機関 

鉄 道 
ＪＲ東北本線「石越」駅まで約１０．８km 

東北新幹線「くりこま高原」駅まで７．０km 

バ ス ミヤコーバス「西大寺」停留所まで約０．２㎞ 

公共施設等 
・栗原市金成総合支所 約１．７km（徒歩約２５分） 
・栗原市立金成小中学校 約３．０km（徒歩約４０分） 

その他参考事項 

・北側道路は、建築基準法第４２条第１項第３号道路ではあり
ますが、幅員が４．０ｍ以下の部分については、狭隘協議及
び道路用境界線後退（セットバック）が必要となります。要
します。詳細については、宮城県北部土木事務所建築班まで
お問合せください。 

・敷地南側は公図上「道」となっていますが、雑草が生い茂り
道として機能していません。 

・前述の占有物、付属物等については、現状での引渡しとなり
ます。使用にあたり修繕または撤去等が必要となる場合の費
用は、買受者の負担となります。 

・この土地は現状での引渡しとなります。使用にあたり除草等
が必要となる場合の費用は、買受者の負担となります。 

・敷地の地盤強度、地中埋設物及び土壌汚染等の有無について

は、調査を行っていないため不明です。地盤強度、地中埋設

物及び土壌汚染等について、調査及び改良等が必要となる場

合の費用は買受者の負担となります。 

 

 


